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■農業気象＆食農ITがテーマ
「情報アグリビジネススクール」
　参加費無料！

　農業気象情報の活用方法と食農を結ぶ
情報化についての興味深い研修を受ける
ことが出来ます。農業経営者は無料！　
の企画ですので是非ご参加下さい。

●農業気象情報利活用コース 
～長野県における気象情報の活用事例

開催日時：２月２８日（金）　12:20～
16:30　

場　　所：メルパルク長野（JR長野駅　
東口 徒歩３分）

定　　員：３０名（定員になり次第締切と

なります）

参 加 費：無料

●IT情報化企画コース 
～消費者と農業者を結ぶ、これからの情報化

開催日時：３月７日（金）　10:00～17:00
場　　所：東京・池袋サンシャイン60　

54階　「グリーンフォーラム
会議室」

定　　員：３０名（定員になり次第締切と

なります）

参 加 費：農業経営者は無料

※お問い合せは
（社）日本農村情報システム協会
　　　担当：関口氏

TEL:03-5985-5585　　
FAX:03-5992-2263　
E-mail：school@syskyo.or.jp

　
今
回
は
、
標
準
勘
定
科
目
の
解
説
を
お
休
み

し
て
、
平
成
十
五
年
度
の
税
制
改
正
の
ポ
イ
ン

ト
を
ご
説
明
し
ま
す
。

●
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の

　
創
設

　
贈
与
税
を
大
幅
に
軽
減
す
る
「
相
続
時
精
算

課
税
制
度
（
仮
称
）
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

本
制
度
を
活
用
す
れ
ば
、
農
業
法
人
の
経
営
継

承
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
え
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、
六
十
五
歳
以
上
の
経
営
者
が

持
分
を
子
に
低
額
譲
渡
す
る
方
法
で
す
。

　
親
は
、
譲
渡
対
価
と
取
得
価
額
と
の
差
額
に

二
六
％
（
所
得
税
二
〇
％
＋
住
民
税
六
％
）
の

税
率
で
分
離
課
税
さ
れ
ま
す
が
、
取
得
価
額
を

若
干
上
回
る
程
度
の
金
額
を
対
価
と
す
れ
ば
税

負
担
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　
一
方
、
子
は
、
時
価
と
譲
渡
対
価
と
の
差
額

が
贈
与
と
み
な
さ
れ
て
贈
与
税
が
課
税
さ
れ
ま

す
が
、
本
制
度
を
選
択
す
れ
ば
二
、
五
〇
〇
万

円
の
贈
与
ま
で
非
課
税
に
な
り
ま
す
。
本
制
度

で
は
相
続
時
に
贈
与
財
産
と
相
続
財
産
を
合
算

し
て
課
税
し
ま
す
が
、
贈
与
財
産
の
価
額
は
贈

与
時
の
時
価
と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
収

益
性
が
高
く
持
分
の
価
額
が
増
加
し
て
い
る
経

営
で
あ
れ
ば
、
早
期
に
持
分
を
後
継
者
に
譲
渡

す
る
方
が
有
利
に
な
り
ま
す
。

　
十
五
年
度
税
制
改
正
の
法
律
は
十
五
年
三
月

に
国
会
で
成
立
す
る
予
定
で
す
が
、
本
制
度
は

十
五
年
一
月
一
日
以
後
の
贈
与
に
つ
い
て
選
択

で
き
ま
す
。
対
象
と
な
る
の
は
、
贈
与
者
が
六

十
五
歳
以
上
の
親
、
受
贈
者
は
二
〇
歳
以
上
の

子
（
推
定
相
続
人
）
の
場
合
で
、
こ
の
制
度
を

選
択
す
る
と
非
課
税
枠
が
二
、
五
〇
〇
万
円
と

な
り
、
複
数
年
に
わ
た
り
利
用
で
き
ま
す
。
非

課
税
枠
を
超
え
る
金
額
に
対
し
て
は
一
律
二
〇

％
の
税
率
で
贈
与
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
が
、
相

続
時
に
は
本
制
度
に
よ
る
贈
与
財
産
と
相
続
財

産
と
を
合
算
し
て
現
行
と
同
様
の
課
税
方
式
に

よ
り
相
続
税
額
を
計
算
し
、
本
制
度
に
よ
る
贈

与
税
相
当
額
を
控
除
（
還
付
）
し
ま
す
。
受
贈

者
（
子
）
は
、
贈
与
者
で
あ
る
父
・
母
ご
と
に

本
制
度
と
従
来
の
制
度
と
の
い
ず
れ
か
を
選
択

で
き
ま
す
が
、
い
っ
た
ん
本
制
度
を
選
択
し
た

場
合
は
相
続
時
ま
で
継
続
し
て
適
用
さ
れ
、
同

じ
贈
与
者
（
父
ま
た
は
母
）
に
つ
い
て
従
来
の

制
度
に
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

●
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
の

　
適
用
停
止

　
儲
か
っ
て
い
る
経
営
に
は
朗
報
で
す
。
従
来
、

同
族
会
社
の
留
保
所
得
金
額
が
一
、
五
〇
〇
万

円
を
超
え
る
な
ど
一
定
の
留
保
を
し
た
場
合
に
は
、

超
え
る
部
分
の
金
額
に
一
〇
〜
二
〇
％
の
特
別

税
率
に
よ
り
課
税
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
く
に

肉
用
牛
経
営
の
農
業
生
産
法
人
で
は
、
肉
用
牛

売
却
所
得
の
課
税
特
例
に
よ
り
通
常
の
法
人
税

が
生
じ
な
い
た
め
に
内
部
留
保
を
厚
く
し
す
ぎ

て
留
保
金
課
税
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
自
己
資
本
比
率
（
自
己
資
本
に
は

同
族
関
係
者
か
ら
の
借
入
金
を
含
む
）
が
五
〇

％
以
下
の
中
小
法
人
（
資
本
金
一
億
円
以
下
）

に
つ
い
て
、
十
五
年
四
月
一
日
開
始
事
業
年
度

以
降
の
四
年
間
、
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
制

度
が
適
用
停
止
に
な
り
ま
す
。

●
そ
の
他
の

　
中
小
企
業
支
援
税
制

　
中
小
企
業
が
三
〇
万
円
未
満
の
減
価
償
却
資

産
を
取
得
し
た
場
合
に
、
取
得
価
額
全
額
の
即

時
償
却
を
認
め
る
制
度
が
創
設
さ
れ
、
十
五
年

四
月
一
日
以
降
の
取
得
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
交
際
費
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
資
本

金
五
、
〇
〇
〇
万
円
以
下
の
法
人
に
つ
い
て
四

〇
〇
万
円
（
定
額
控
除
額
）
ま
で
の
支
出
額
の

う
ち
の
八
〇
％
相
当
額
し
か
損
金
算
入
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
ま
せ
ん
が
、
十
五
年
四
月
一
日
開

始
事
業
年
度
以
降
、
定
額
控
除
を
認
め
る
対
象

が
資
本
金
一
億
円
以
下
の
中
小
法
人
に
拡
大
さ
れ
、

損
金
算
入
額
も
定
額
控
除
額
の
九
〇
％
相
当
額

に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
農
用
地
利
用
集
積
準
備
金
制
度
が
、

十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
開
始
事
業
年
度
ま

で
二
年
延
長
と
な
り
ま
し
た
（
た
だ
し
、
積
立

率
は
一
〇
％
か
ら
九
％
に
引
き
下
げ
）
。

●
転
作
助
成
金
の

　
特
別
勘
定
経
理
と
圧
縮
記
帳

　
十
五
年
度
税
制
改
正
と
は
別
で
す
が
、
「
平

成
十
四
年
度
の
水
田
農
業
経
営
確
立
助
成
補
助

金
等
に
つ
い
て
の
所
得
税
及
び
法
人
税
の
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
」
が
二
月
十
四
日
、
参
議

院
に
お
い
て
可
決
、
成
立
し
ま
し
た
。
農
業
生

産
法
人
が
水
田
農
業
経
営
確
立
助
成
補
助
金
な

ど
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
事
業
年
度
（
交

付
前
で
も
Ｏ
Ｋ
）
に
取
得
・
改
良
し
た
固
定
資

産
を
圧
縮
記
帳
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

特
別
勘
定
に
経
理
す
る
こ
と
で
損
金
算
入
で
き
、

交
付
日
か
ら
二
年
経
過
す
る
日
ま
で
に
取
得
し

た
固
定
資
産
に
つ
い
て
特
別
勘
定
を
取
り
崩
し

て
圧
縮
記
帳
で
き
ま
す
。
な
お
、
交
付
日
か
ら

二
年
後
に
結
果
と
し
て
特
別
勘
定
が
残
っ
た
と

き
は
、
取
り
崩
し
て
益
金
算
入
し
ま
す
。

　
こ
の
制
度
で
は
、
圧
縮
対
象
の
固
定
資
産
の

種
類
に
は
と
く
に
制
限
が
な
く
、
中
古
資
産
で

も
構
い
ま
せ
ん
。
な
お
、
圧
縮
記
帳
や
特
別
勘

定
経
理
の
対
象
と
な
る
の
は
、
①
水
田
農
業
経

営
確
立
助
成
補
助
金
、
②
と
も
補
償
交
付
金
の

う
ち
国
費
相
当
額
、
③
水
田
作
付
体
系
転
換
実

証
事
業
に
基
づ
く
補
助
金
、
④
緊
急
需
給
調
整

助
成
金
―
―
で
す
。
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